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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揺動を提示する第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装置において、
　第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制
御手段と、
　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する送信制御手段と、
　前記第２の端末装置が送信する、前記部品の宣伝費を徴収する徴収手段と、
　前記第１の端末装置から送信された、選択された前記部品を示す第２のデータの受信を
制御する第２の受信制御手段と、
　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する生
成手段と、
　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を
制御する記録制御手段と、
　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択手段と、
　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正手段と
　を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記揺動信号の提供に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記記録制御手段は、前記揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正する前記第３のデー
タの記録を制御し、
　前記補正手段は、前記第３のデータを基に、前記揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補
正することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　揺動を提示する第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装置の情報処理方法にお
いて、
　第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制
御ステップと、
　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する送信制御ステップと、
　前記第２の端末装置が送信する、前記部品の宣伝費を徴収する徴収ステップと、
　前記第１の端末装置から送信された、選択された前記部品を示す第２のデータの受信を
制御する第２の受信制御ステップと、
　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する生
成ステップと、
　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を
制御する記録制御ステップと、
　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択ステップと
、
　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　揺動を提示する第１の端末装置、前記第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装
置、および前記情報処理装置にデータを送信する第２の端末装置から成る提示システムに
おいて、
　前記第１の端末装置は、
　　前記情報処理装置から送信された、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１
の受信制御手段と、
　　前記情報処理装置への、選択された前記部品を示す第２のデータの送信を制御する第
１の送信制御手段と
　を含み、
　前記第２の端末装置は、
　　前記第１のデータを送信する第２の送信制御手段
　を含み、
　前記情報処理装置は、
　　前記第２の端末装置が送信する、前記第１のデータの受信を制御する第２の受信制御
手段と、
　　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する第３の送信制御手段と
、
　　前記第２の端末装置が送信する、前記部品の宣伝費を徴収する徴収手段と、
　　前記第１の端末装置から送信された、前記第２のデータの受信を制御する第３の受信
制御手段と、
　　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する
生成手段と、
　　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録
を制御する記録制御手段と、
　　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択手段と、
　　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正手段と
　を含むことを特徴とする提示システム。
【請求項６】
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　揺動を提示する第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装置において、
　第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制
御手段と、
　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する第１の送信制御手段と、
　前記第１の端末装置から送信された、選択された前記部品を示す第２のデータの受信を
制御する第２の受信制御手段と、
　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する生
成手段と、
　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を
制御する記録制御手段と、
　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択手段と、
　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正手段と、
　前記揺動信号の利用結果に対応する第４のデータの受信を制御する、第３の受信制御手
段と、
　前記第２の端末装置への、前記第４のデータの送信を制御する第２の送信制御手段と、
　前記第２の端末から送信された、前記第４のデータに基づいて返金処理された返金情報
を受信する返金情報受信手段と
　を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　前記揺動信号の提供に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段
　を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１のデータの配信に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段
　を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記記録制御手段は、前記揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正する前記第２のデー
タの記録を制御し、
　前記補正手段は、前記第２のデータを基に、前記揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補
正する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第４のデータに基づいて、前記第１の端末装置の利用者に対する返金処理を実行す
る返金処理実行手段と
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　揺動を提示する第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装置の情報処理方法にお
いて、
　第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制
御ステップと、
　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する第１の送信制御ステップ
と、
　前記第１の端末装置から送信された、選択された前記部品を示す第２のデータの受信を
制御する第２の受信制御ステップと、
　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する生
成ステップと、
　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を
制御する記録制御ステップと、
　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択ステップと
、
　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正ステップと、
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　前記揺動信号の利用結果に対応する第４のデータの受信を制御する、第３の受信制御ス
テップと、
　前記第２の端末装置への、前記第４のデータの送信を制御する第２の送信制御ステップ
と、
　前記第２の端末から送信された、前記第４のデータに基づいて返金処理された返金情報
を受信する返金情報受信ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１２】
　揺動を提示する第１の端末装置、前記第１の端末装置に揺動信号を提供する情報処理装
置、および前記情報処理装置にデータを送信する第２の端末装置から成る提示システムに
おいて、
　前記第１の端末装置は、
　　前記情報処理装置から送信された、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１
の受信制御手段と、
　　前記情報処理装置への、選択された前記部品を示す第２のデータの送信を制御する第
１の送信制御手段と
　を含み、
　前記第２の端末装置は、
　　前記第１のデータを送信する第２の送信制御手段
　を含み、
　前記情報処理装置は、
　第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信を制御する第２の受信制
御手段と、
　前記第１の端末装置への、前記第１のデータの送信を制御する第３の送信制御手段と、
　前記第１の端末装置から送信された、前記第２のデータの受信を制御する第３の受信制
御手段と、
　前記第１の端末装置が表示する画像を基に、前記画像に対応する揺動信号を生成する生
成手段と、
　前記第２のデータに対応させて、前記揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を
制御する記録制御手段と、
　前記第２のデータを基に、記録されている前記第３のデータを選択する選択手段と、
　選択された前記第３のデータを基に、前記揺動信号の振幅を補正する補正手段と、
　前記揺動信号の利用結果に対応する第４のデータの受信を制御する、第４の受信制御手
段と、
　前記第２の端末装置への、前記第４のデータの送信を制御する第４の送信制御手段と、
　前記第２の端末から送信された、前記第４のデータに基づいて返金処理された返金情報
を受信する返金情報受信手段と
　を含むことを特徴とする提示システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置および方法、並びに提示システムに関し、特に、画像に対応させ
て揺動を提示する情報処理装置および方法、並びに提示システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
アミューズメントパーク、ゲームセンタ、または遊技場などにおいて、画像を表示すると
共に、画像に対応する振動または揺動を利用者に与えることにより、利用者が感じる臨場
感を増加させる装置が利用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、このような装置の揺動を制御するための揺動信号は、加速度センサまたは
振動センサなど各種のセンサを使用して生成されるので、揺動信号の取得には、大変な手
間が必要である。そのため、同一の揺動信号を使用しなければならず、利用者に与える揺
動が変化することは無かった。
【０００４】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、料金または部品の選択に応じて、
簡単に、利用者に与える揺動を変更することができるようにすることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の情報処理装置は、第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデ
ータの受信を制御する第１の受信制御手段と、第１の端末装置への、第１のデータの送信
を制御する送信制御手段と、第２の端末装置が送信する、部品の宣伝費を徴収する徴収手
段と、第１の端末装置から送信された、選択された部品を示す第２のデータの受信を制御
する第２の受信制御手段と、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動
信号を生成する生成手段と、第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３
のデータの記録を制御する記録制御手段と、第２のデータを基に、記録されている第３の
データを選択する選択手段と、選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅を補正す
る補正手段とを含むことを特徴とする。
【０００６】
情報処理装置は、揺動信号の提供に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段を更に
設けることができる。
【０００７】
　記録制御手段は、揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正する第３のデータの記録を制
御し、補正手段は、第３のデータを基に、揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正するよ
うにすることができる。
【０００８】
　請求項４に記載の情報処理方法は、第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデ
ータの受信を制御する第１の受信制御ステップと、第１の端末装置への、第１のデータの
送信を制御する送信制御ステップと、第２の端末が送信する、部品の宣伝費を徴収する徴
収ステップと、第１の端末装置から送信された、選択された部品を示す第２のデータの受
信を制御する第２の受信制御ステップと、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に
対応する揺動信号を生成する生成ステップと、第２のデータに対応させて、揺動信号の振
幅を補正する第３のデータの記録を制御する記録制御ステップと、第２のデータを基に、
記録されている第３のデータを選択する選択ステップと、選択された第３のデータを基に
、揺動信号の振幅を補正する補正ステップとを含むことを特徴とする。
【０００９】
　請求項５に記載の提示システムは、第１の端末装置が、情報処理装置から送信された、
部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制御手段と、情報処理装置への、
選択された部品を示す第２のデータの送信を制御する第１の送信制御手段を含み、第２の
端末装置が、第１のデータを送信する第２の送信制御手段を含み、情報処理装置が、第２
の端末装置が送信する、第１のデータの受信を制御する第２の受信制御手段と、第１の端
末装置への、第１のデータの送信を制御する第３の送信制御手段と、第２の端末が送信す
る、部品の宣伝費を徴収する徴収手段と、第１の端末装置から送信された、第２のデータ
の受信を制御する第３の受信制御手段と、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に
対応する揺動信号を生成する生成手段と、第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を
補正する第３のデータの記録を制御する記録制御手段と、第２のデータを基に、記録され
ている第３のデータを選択する選択手段と、選択された第３のデータを基に、揺動信号の
振幅を補正する補正手段とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　請求項６に記載の情報処理装置は、第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデ
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ータの受信を制御する第１の受信制御手段と、第１の端末装置への、第１のデータの送信
を制御する第１の送信制御手段と、第１の端末装置から送信された、選択された部品を示
す第２のデータの受信を制御する第２の受信制御手段と、第１の端末装置が表示する画像
を基に、画像に対応する揺動信号を生成する生成手段と、第２のデータに対応させて、揺
動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を制御する記録制御手段と、第２のデータを
基に、記録されている第３のデータを選択する選択手段と、選択された第３のデータを基
に、揺動信号の振幅を補正する補正手段と、揺動信号の利用結果に対応する第４のデータ
の受信を制御する、第３の受信制御手段と、第２の端末装置への、第４のデータの送信を
制御する第２の送信制御手段と、第２の端末から送信された、第４のデータに基づいて返
金処理された返金情報を受信する返金情報受信手段とを含むことを特徴とする。
【００１１】
情報処理装置は、揺動信号の提供に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段を更に
設けることができる。
【００１２】
情報処理装置は、第１のデータの配信に対応する、課金の処理を実行する課金処理手段を
更に設けることができる。
【００１３】
記録制御手段は、揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正する第２のデータの記録を制御
し、補正手段は、第２のデータを基に、揺動信号に含まれる成分毎に振幅を補正するよう
にすることができる。
【００１４】
　情報処理装置は、第４のデータに基づいて、第１の端末装置の利用者に対する返金処理
を実行する返金処理実行手段とをさらに設けることができる。
【００１５】
　請求項１１に記載の情報処理方法は、第２の端末装置が送信する、部品に関する第１の
データの受信を制御する第１の受信制御ステップと、第１の端末装置への、第１のデータ
の送信を制御する第１の送信制御ステップと、第１の端末装置から送信された、選択され
た部品を示す第２のデータの受信を制御する第２の受信制御ステップと、第１の端末装置
が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号を生成する生成ステップと、第２のデー
タに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を制御する記録制御ステ
ップと、第２のデータを基に、記録されている第３のデータを選択する選択ステップと、
選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅を補正する補正ステップと、揺動信号の
利用結果に対応する第４のデータの受信を制御する、第３の受信制御ステップと、第２の
端末装置への、第４のデータの送信を制御する第２の送信制御ステップと、第２の端末か
ら送信された、第４のデータに基づいて返金処理された返金情報を受信する返金情報受信
ステップとを含むことを特徴とする。
【００１６】
　請求項１２に記載の提示システムは、第１の端末装置が、情報処理装置から送信された
、部品に関する第１のデータの受信を制御する第１の受信制御手段と、情報処理装置への
、選択された部品を示す第２のデータの送信を制御する第１の送信制御手段とを含み、第
２の端末装置が、第１のデータを送信する第２の送信制御手段を含み、情報処理装置が、
第２の端末装置が送信する、第１のデータの受信を制御する第２の受信制御手段と、第１
の端末装置への、第１のデータの送信を制御する第３の送信制御手段と、第１の端末装置
から送信された、第２のデータの受信を制御する第３の受信制御手段と、第１の端末装置
が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号を生成する生成手段と、第２のデータに
対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を制御する記録制御手段と、
第２のデータを基に、記録されている第３のデータを選択する選択手段と、選択された第
３のデータを基に、揺動信号の振幅を補正する補正手段と、揺動信号の利用結果に対応す
る第４のデータの受信を制御する、第４の受信制御手段と、第２の端末装置への、第４の
データの送信を制御する第４の送信制御手段と、第２の端末から送信された、第４のデー
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タに基づいて返金処理された返金情報を受信する返金情報受信手段とを含むことを特徴と
する。
【００２２】
　請求項１に記載の情報処理装置、および請求項４に記載の情報処理方法においては、第
２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信が制御され、第１の端末装置
への、第１のデータの送信が制御され、第２の端末装置が送信する、部品の宣伝費が徴収
され、第１の端末装置から送信された、選択された部品を示す第２のデータの受信が制御
され、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号が生成され、第２
のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録が制御され、第２
のデータを基に、記録されている第３のデータが選択され、選択された第３のデータを基
に、揺動信号の振幅が補正される。
【００２３】
　請求項５に記載の提示システムにおいては、第２の端末装置の第２の送信手段が部品に
関する第１のデータを送信し、情報処理装置の第２の受信制御手段が第１のデータを受信
し、情報処理装置の第３の送信手段が第１の端末装置に第１のデータを送信し、第１の端
末装置の第１の受信制御手段が第１のデータを受信する。また、情報処理装置の徴収手段
が第２の端末装置から送信された部品の宣伝費を徴収する。さらに、第１の端末装置の第
１の送信手段が選択された部品を示す第２のデータを送信し、情報処理装置の第３の受信
制御手段が第２のデータを受信する。情報処理装置の生成手段が第１の端末装置が表示す
る画像を基に、画像に対応する揺動信号を生成し、情報処理装置の記録制御手段が第２の
データに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を制御し、情報処理
装置の選択手段が第２のデータを基に、記録されている第３のデータを選択し、情報処理
装置の補正手段が選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅を補正する。
【００２４】
　請求項６に記載の情報処理装置、および請求項１１に記載の情報処理方法においては、
第２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信が制御され、第１の端末装
置への、第１のデータの送信が制御され、第１の端末装置から送信された、選択された部
品を示す第２のデータの受信が制御され、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に
対応する揺動信号が生成され、第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第
３のデータの記録が制御され、第２のデータを基に、記録されている第３のデータが選択
され、選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅が補正され、揺動信号の利用結果
に対応する第４のデータの受信が制御され、第２の端末装置への、第４のデータの送信が
制御され、第２の端末から送信された、第４のデータに基づいて返金処理された返金情報
が受信される。
【００２５】
　請求項１２に記載の提示システムにおいては、第２の端末装置の第２の送信手段が部品
に関する第１のデータを送信し、情報処理装置の第２の受信制御手段が、第１のデータを
受信し、情報処理装置の第３の送信手段が、第１の端末装置に第１のデータを送信し、第
１の端末装置の第１の受信制御手段が第１のデータを受信する。また、第１の端末装置の
第１の送信手段が選択された部品を示す第２のデータを送信し、情報処理装置の第３の受
信制御手段が第２のデータを受信する。さらに、情報処理装置の生成手段が第１の端末装
置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号を生成し、情報処理装置の記録制御手
段が第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録を制御し
、情報処理装置の選択手段が、第２のデータを基に、記録されている第３のデータを選択
し、情報処理装置の補正手段が、選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅を補正
する。またさらに、情報処理装置の第４の受信制御手段が、揺動信号の利用結果に対応す
る第４のデータの受信を制御し、情報処理装置の第４の送信制御手段が、第２の端末装置
への、第４のデータの送信を制御し、情報処理装置の返金情報受信手段が、第２の端末か
ら送信された、第４のデータに基づいて返金処理された返金情報を受信する。
【００２８】
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【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係るゲームシステムの第１の実施の形態を示す図である。端末装置１は
、利用者の操作に対応して、例えば、自動車のレースゲーム、オートバイのレースゲーム
、またはスキー、若しくはスノーボードなどのゲームを実行する。端末装置１は、ゲーム
を実行するとき、画像を表示すると共に、揺動を利用者に提示する。
【００２９】
端末装置１は、内部に画像データ記録部１１が設けられている。画像データ記録部１１は
、端末装置１が表示する画像に対応するデータを記録している。
【００３０】
端末装置１は、ゲームを実行するとき、利用者から利用料金を徴収するとともに、利用者
の操作の対応するデータ（以下、操作データと称する）を取得する。
【００３１】
端末装置１が利用者から徴収する利用料金は、端末装置１の使用料金、揺動信号生成装置
２の揺動信号生成の料金、および端末装置３から供給される部品特性データの利用の料金
が含まれる。
【００３２】
端末装置１は、図示せぬ、専用通信回線、公衆電話回線、またはインターネットなどの有
線または無線による伝送経路を介して、画像データ記録部１１に記録されている画像デー
タ（ゲームを実行するとき表示される画像に対応する）を、予め、揺動信号生成装置２に
送信する。
【００３３】
端末装置１は、利用者からゲームの開始が要求されたとき、揺動信号生成装置２に、揺動
信号生成装置２の揺動信号の生成に対応する料金（以下、揺動利用料金と称する）、およ
び端末装置３から供給される部品特性データの利用に対応する料金を示す、利用料金のデ
ータ、操作データ、およびショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、ホイル、
またはタイヤなどの部品の選択に対応する情報（以下、選択部品情報と称する）を送信す
る。
【００３４】
揺動信号生成装置２は、端末装置１から送信された、利用料金のデータ、操作データ、お
よび選択部品情報を受信する。揺動信号生成装置２は、利用料金のデータ、操作データ、
および選択部品情報を受信したとき、図示せぬ、専用通信回線、公衆電話回線、またはイ
ンターネットなどの有線または無線による伝送経路を介して、端末装置３から供給される
部品特性データの利用の料金を示す、利用料金のデータを端末装置３に送信する。
【００３５】
端末装置３は、ショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、ホイル、またはタイ
ヤなどの部品を製造している製造者が管理している装置である。端末装置３は、揺動信号
生成装置２が送信した利用料金のデータを受信したとき、伝送経路を介して、製造者が製
造している（または販売している）ショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、
ホイル、またはタイヤなどの部品の特性を示す部品特性データを揺動信号生成装置２に送
信する。
【００３６】
揺動信号生成装置２は、端末装置３から受信した部品特性データ、予め記録している画像
データ、並びに端末装置１から受信した操作データ、および揺動利用料金を基に、揺動信
号を生成する。揺動信号生成装置２は、伝送路を介して、生成した揺動信号を端末装置１
に供給する。
【００３７】
端末装置１は、画像を利用者に提示すると共に、揺動信号生成装置２から受信した揺動信
号を基に、画像に対応する揺動を利用者に提示する。
【００３８】
図２は、揺動信号生成装置２の構成を示す図である。揺動信号生成装置２は、画像処理装
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置２１、揺動生成レベル生成装置２２、および表示部２３で構成されている。
【００３９】
画像処理装置２１は、特徴量検出部４１、特徴量処理部４２、およびゲインコントローラ
４２から構成される。
【００４０】
画像処理装置２１は、操作データを基に選択された画像に対応する映像信号が入力され、
揺動生成レベル生成装置２２から供給された揺動生成レベル信号、および映像信号に対応
する揺動信号を生成する。
【００４１】
揺動生成レベル生成装置２２は、変換部５１を含み、揺動利用料金および選択部品情報を
基に、揺動信号の振幅を制御するための揺動生成レベル信号を生成して、生成した揺動生
成レベル信号を画像処理装置２１に供給する。
【００４２】
表示部２３は、CRT（Cathode-Ray Tube）または液晶表示装置などの画像表示装置で構成
され、操作データを基に選択された画像に対応する映像信号を基に、画像を表示する。
【００４３】
次に、画像処理装置２１および揺動生成レベル生成装置２２の詳細について説明する。
【００４４】
図３は、画像処理装置２１の特徴量検出部４１の構成を示すブロック図である。特徴量検
出部４１に入力された映像信号は、遅延部７１により１フレーム分遅延された後、フレー
ムバッファ７２－１に供給される。特徴量検出部４１に入力された映像信号は、フレーム
バッファ７２－２にも供給される。
【００４５】
読み出し部７３－１および７３－２は、メモリ７４に記憶されている所定のパターンに従
って、それぞれ対応するフレームバッファ７２－１および７２－２から、映像信号を読み
出し、動きベクトル検出部７５に出力する。
【００４６】
動きベクトル検出部７５は、供給された映像信号から動きベクトルを検出し、て検出した
動きベクトルを特徴量処理部４２に出力する。
【００４７】
次に、図３に示した特徴量検出部４１の動作について説明する。時刻ｔにおいて、特徴量
検出部４１に入力された映像信号は、遅延部７１とフレームバッファ７２－２に供給され
る。フレームバッファ７２－２は、入力された１フレーム分の映像信号を記憶する。遅延
部７１は、映像信号を１フレーム分だけ遅延するので、時刻ｔにおいて、フレームバッフ
ァ７２－１には、時刻ｔより前の時刻ｔ－１における映像信号（時刻ｔより１フレーム前
の映像信号）が記憶されている。
【００４８】
フレームバッファ７２－１に記憶された時刻ｔ－１における映像信号は、読み出し部７３
－１により、フレームバッファ７２－２に記憶された時刻ｔにおける映像信号は、読み出
し部７３－２により、それぞれ読み出される。
【００４９】
読み出し部７３－１および７３－２は、それぞれ対応するフレームバッファ７２－１また
は７２－２に記憶されている映像信号のうち、メモリ７４に記憶されているパターンに対
応する部分の映像信号を読み出す。ここで、メモリ７４に記憶されているパターンについ
て、図４を参照して説明する。
【００５０】
図４は、メモリ７４に記憶されているパターンの一例を示す図である。１フレームを構成
する画素のなかで、揺動に関係のない部分、例えば、図５に示したような、自動車のダッ
シュボードまたはボンネットに対応する部分などは揺動に関係のない領域と判断し、その
領域を取り除いた領域の中心に位置する画素を収束点Ｐとする。収束点Ｐを中心として上
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下左右に対称な代表点Ｑ、例えば、２５個（収束点を含む）を設定する。各代表点Ｑ毎に
、その代表点Ｑが中心に位置する所定の画素数からなるブロックＢ、例えば、３３×３３
画素からなるブロックＢを設定する。メモリ７４には、このようなフレームの画面内にお
ける各代表点Ｑの座標と、ブロックＢの大きさが、パターンとして記憶されている。
【００５１】
読み出し部７３－１は、フレームバッファ７２－１に記憶されている時刻ｔ－１における
映像信号のうち、メモリ７４に記憶されている上述したようなパターンに対応する画素デ
ータ、すなわち、代表点Ｑの座標とブロックＢの大きさをもとに、各ブロックＢ内の画素
データを読み出し、動きベクトル検出部７５に、参照ブロックのデータとして出力する。
同様に、読み出し部７３－２は、フレームバッファ７２－２に記憶されている時刻ｔにお
ける映像信号のうち、メモリ７４に記憶されているパターンに対応する画素データを読み
出し、動きベクトル検出部７５に探索ブロックのデータとして出力する。
【００５２】
動きベクトル検出部７５は、入力された参照ブロックのデータと探索ブロックのデータと
を用いて、ブロックマッチングを行うことにより、各代表点Ｑにおける動きベクトルを検
出する。従って、この例の場合、２５個の動きベクトルが検出される。
【００５３】
特徴量演算部７６は、動きベクトル検出部７５により検出された２５個の動きベクトルを
用いて、そのフレーム（画面）の揺動の水平成分ｕ、垂直成分ｖ、拡大成分ｖzoom、およ
び回転成分ｖrotの合計４成分を、以下に示す式に基づいて算出する。
水平成分ｕ＝（１／ｎ）Σｕi　・・・（１）
垂直成分ｖ＝（１／ｎ）Σｖi　・・・（２）
拡大成分ｖzoom＝（１／ｎ）Σｖzoomi／ｄi　・・・（３）
回転成分ｖrot＝（１／ｎ）Σｖroti／ｄi　　・・・（４）
なお、添え字のｉは、代表点Ｑiに付けられた番号を示し、この例では１乃至２５まで変
化する。また、ｎは代表点の個数であるので、この例では２５である。式（１）乃至式（
４）により求められる値は、２５個の動きベクトルから得られる各成分ｕ、ｖ、ｖzoom、
ｖrotの平均値である。
【００５４】
上述した各成分ｕ、ｖ、ｖzoom、ｖrotの関係を図６を参照して説明する。処理対象とな
っている代表点Ｑiの動きベクトルＴの水平方向の成分をｕiとし、垂直方向の成分をｖi

とする。ｄｉは、収束点Ｐから代表点Ｑiまでの距離を表すスカラ量である。また、（Ｐ
ｘ，Ｐｙ）は、収束点Ｐの座標を表し、この座標値を基準として座標（Ｑiｘ，Ｑiｙ）の
代表点Ｑiまでの距離が算出される。
【００５５】
この動きベクトルＴの成分（ｕi，ｖi）は、代表点Ｑiを原点としたときの成分である。
動きベクトルＴの、収束点Ｐと代表点Ｑiとを結ぶ直線と平行な方向の成分ｖzoomiとし、
収束点Ｐと代表点Ｑiとを結ぶ直線と直交する方向の成分をｖrotiとする。また、収束点
Ｐと代表点Ｑiとを結ぶ直線と動きベクトルＴとがなす角度をθとする。このとき、ｖzoo

miとｖrotiは、次式に従って求められる。
ｖzoomi＝（ｕi

2＋ｖi
2）(1/2)ＣＯＳθ　・・・（５）

ｖroti ＝（ｕi
2＋ｖi

2）(1/2)ＳＩＮθ　・・・（６）
【００５６】
特徴量演算部７６は、動きベクトル検出部７５から出力された動きベクトルから、式（１
）乃至式（４）を用いて、特徴量として４成分のデータｕ、ｖ、ｖzoom、ｖrotを算出す
る。算出された４成分のデータｕ、ｖ、ｖzoom、ｖrotは、特徴量処理部４２に供給され
る。
【００５７】
ここで、例えば、利用者に対して自動車に乗っている感じを疑似体験させる場合、どのよ
うな揺動を利用者が座っている椅子に対して加えればよいのかを考える。自動車の椅子に
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加えられる揺動には、自動車が坂道などの勾配のある道を走っているときの路面の前後方
向の傾き、でこぼこした道の上を走っているときの路面から受ける振動、傾いた路面を走
っているときの路面の左右方向の傾きなどがある。
【００５８】
これらの揺動は、揺動信号を生成するセンサが搭載された自動車に対して、実際に加えら
れた刺激（実刺激）であり、映像を観察する利用者の椅子に対しても、この実刺激と同様
な揺動を加えればよい。例えば、実刺激が右方向への傾きであれば、利用者の椅子も右に
傾ければよい。これらの揺動は、アクチュエータなどを利用することにより、利用者用の
椅子に加えることができる揺動である。
【００５９】
これに対して、自動車がカーブを曲がるときの遠心力、加速や減速のときの慣性力、自動
車が曲がる時の自動車首振りに対応する力は、利用者に人工的に引力を加えることは物理
的に不可能であるため、代替的な揺動（代替刺激）として利用者に加える必要がある。例
えば、加速時の慣性力を表現するために、椅子を加速に対応して前に移動させて利用者に
慣性力を加えることはできないので、後ろ方向の傾きなどの代替刺激を利用者の椅子に加
える必要がある。
【００６０】
以下に、上述した実刺激と代替刺激に関する揺動、実際に利用者用の椅子に対して加える
揺動信号の成分、並びに、上述した特徴量演算部７６により演算された４成分の関係を示
す。
実刺激
表現される成分　　　　　揺動信号成分　　　　４成分との関係
路面の前後の傾き　　　　 pitch　　　　　　 Σｖの低周波成分
路面からうける振動　　　　ｚ　　　 　　　－Σｖの高周波成分
路面の左右の傾き　　　　　roll　 　　　　－Σｖrot

代替刺激
表現される成分　　　　　揺動信号成分　　　　４成分との関係
曲がる時の遠心力　　　　　roll　　　　　　　ｕ
加減速による遠心力　　　　pitch　　　　ｄｖzoom／ｄｔの低周波成分
曲がる時の自動車首振り　　yaw　　　　　　　－ｕ
【００６１】
特徴量処理部４２は、上述した関係を用いて、ゲインコントローラ３に供給する揺動信号
を生成する。
【００６２】
図７は、特徴量処理部４２の構成を示すブロック図である。特徴量検出部４１から出力さ
れた４成分のうち、回転成分ｖrotは、加算器９１－１に、水平成分ｕは、加算器９１－
２と符号反転器９２－１に、垂直成分ｖは、加算器９１－３に、拡大成分ｖzoomは、加算
器９１－５と遅延器９３－３に、それぞれ入力される。加算器９１－１には、加算器９１
－１から出力されたデータが、遅延器９３－１で１クロック分遅延された後、入力される
。同様に、加算器９１－３にも、加算器９１－３から出力されたデータが、遅延器９３－
２で１クロック分遅延された後、入力される。
【００６３】
遅延器９３－１から出力されたデータは、加算器９１－２に入力される。遅延器９３－２
から出力されたデータは、符号反転器９２－２を介してHPF（High Pass Filter）９４に
出力されると共に、LPF（Low Pass Filter）９５－１を介して加算器９１－４にも出力さ
れる。加算器９１－５に入力された拡大成分ｖzoomは、遅延器９３－３により１クロック
分遅延された拡大成分ｖzoomが減算され、LPF９５－２を介して加算器９１－４に入力さ
れる。
【００６４】
次に、特徴量処理部４２が行う揺動信号成分roll、yaw、ｚ、およびpitchの算出について
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説明する。特徴量処理部４２に入力された回転成分ｖrotは、加算器９１－１に入力され
る。加算器９１－１は、時刻ｔにおいて入力された回転成分ｖrotと、遅延器９３－１よ
り出力される１単位時間前の時刻ｔ－１のデータとを加算する。加算器９１－１は、この
ようにして、回転成分ｖrotを累積加算（積分）していくことにより、路面の左右の傾き
を表現する揺動信号成分roll（Σｖrot）を算出する。しかしながら、路面の左右の傾き
を表現する揺動信号成分rollは、－Σｖrotなので、加算器９１－２は、遅延器９３－１
から入力されたデータの符号を反転したデータを演算に用いる。
【００６５】
揺動信号成分roll（水平成分ｕ）は、カーブ時の遠心力を表現するのにも用いられる。そ
こで、加算器９１－２は、遅延器９３－１から入力されたデータの符号を反転したデータ
と、水平成分ｕとを加算する（水平成分ｕから遅延器９３－１の出力を減算する）ことに
より、ゲインコントローラ４３に供給する揺動信号成分rollを算出する。
【００６６】
曲がる時の自動車首振りの揺動信号成分yawは、水平成分ｕの値を反転することにより得
られるので、特徴量処理部４２は、入力された水平成分ｕの値を、符号反転器９２－１に
より、符号を反転させることに揺動信号成分yawを算出する。
【００６７】
加算器９１－３には、時刻ｔにおいて入力された垂直成分ｖと、遅延器９３－２より出力
された１単位時間前の時刻ｔ－１の垂直成分ｖを加算する。このようにして、加算器９１
－３において、垂直成分ｖが累積加算（積分）される。そして、加算器９１－３と遅延器
９３－２により累積加算されたデータは、符号反転器９２－２に入力され、符号が反転さ
れ、さらにHPF９４により、高周波成分のみが取り出される。このようにして、路面から
受ける振動を表現する揺動信号成分ｚが算出される。
【００６８】
また、遅延器９３－２から出力されたデータは、LPF９５－１にも出力され、低周波成分
が取り出される。このようにして、路面の前後の傾きを表現する揺動信号成分pitchが算
出される。揺動信号成分pitchは、加減速による慣性力を表現する揺動信号成分としても
用いられる。そのため、LPF９５－１から出力された揺動信号成分pitchは、加算器９１－
４により、慣性力を表現する揺動信号成分pitchと加算される。
【００６９】
慣性力を表現する揺動信号成分pitchは、特徴量処理部４２に入力された拡大成分ｖzoom

から算出される。特徴量処理部４２に入力された拡大成分ｖzoomは、加算器９１－５と遅
延器９３－３に入力される。加算器９１－５には、時刻ｔにおいて入力された拡大成分ｖ

zoomtと、遅延器９３－３により１単位時間遅延された時刻ｔ－１における拡大成分ｖzoo

mt-1が入力される。加算器９１－５は、入力された時刻ｔにおける拡大成分ｖzoomtから
、時刻ｔ－１における拡大成分ｖzoomt-1を減算することで、拡大成分ｖzoomを微分する
。そして、加算器９１－５から出力された値から、LPF９５－２により、低周波成分が抽
出されることにより、加減速による慣性力を表現する揺動信号成分pitchが算出される。
【００７０】
加算器９１－４により、LPF９５－１から出力された値と、LPF９５－２から出力された値
とが加算されることにより、提示装置３に供給される揺動信号成分pitchが算出される。
【００７１】
図８は、揺動生成レベル生成装置２２の変換部５１の構成を示す図である。変換部５１は
、変換処理部１０１、変換テーブル１０２、変換処理部１０３、変換テーブル１０４、お
よび乗算器１０５で構成される。
【００７２】
変換処理部１０１は、揺動利用料金が入力され、入力された揺動利用料金を基に、変換テ
ーブル１０２から揺動生成レベル信号を取得する。変換テーブル１０２は、例えば、図９
に示すように、揺動利用料金に対応して、揺動生成レベルを記録している。
【００７３】
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変換テーブル１０２が記録している、１つの揺動生成レベル（１つの揺動利用料金に対応
する）は、roll,yaw,z、およびpitchのそれぞれに対応する、４つのレベル値（実数値）
から構成される。
【００７４】
図９に示す例において、変換テーブル１０２は、１００円である揺動利用料金に対応して
、(0.25,0.25,0.25,0.25)である揺動生成レベル（１番目のレベル値は、rollに対応し、
２番目のレベル値は、yawに対応し、３番目のレベル値は、zに対応し、４番目のレベル値
は、pitchに対応する）を記録し、２００円である揺動利用料金に対応して、(0.50,0.50,
0.50,0.50)である揺動生成レベルを記録し、３００円である揺動利用料金に対応して、(0
.75,0.75,0.75,0.75)である揺動生成レベルを記録し、４００円である揺動利用料金に対
応して、(1.00,1.00,1.00,1.00)である揺動生成レベルを記録する。
【００７５】
変換処理部１０１は、入力された揺動利用料金に対応する揺動生成レベルを変換テーブル
１０２から読み出す。すなわち、例えば、揺動利用料金が２００円であるとき、変換処理
部１０１は、変換テーブル１０２に記録されている、２００円である揺動利用料金に対応
する、(0.50,0.50,0.50,0.50)である揺動生成レベルを取得する。
【００７６】
変換処理部１０１は、取得した揺動生成レベルを揺動生成レベル信号として、乗算器１０
５に出力する。
【００７７】
変換処理部１０３は、選択部品情報が入力され、入力された選択部品情報を基に、変換テ
ーブル１０４から揺動生成レベル信号を取得する。変換テーブル１０４は、例えば、図１
０に示すように、選択部品に対応して、揺動生成レベルを記録している。
【００７８】
変換テーブル１０４が記録している、１つの揺動生成レベル（１つの選択部品に対応する
）は、roll,yaw,z、およびpitchのそれぞれに対応する、４つのレベル値（実数値）から
構成される。
【００７９】
図１０に示す例において、変換テーブル１０４は、Ａである選択部品に対応して、(1.10,
1.00,1.00,0.90)である揺動生成レベル（１番目のレベル値は、rollに対応し、２番目の
レベル値は、yawに対応し、３番目のレベル値は、zに対応し、４番目のレベル値は、pitc
hに対応する）を記録し、Ｂである選択部品に対応して、(1.00,1.10,1.10,1.00)である揺
動生成レベルを記録し、Ｃである選択部品に対応して、(0.90,1.10,1.00,1.10)である揺
動生成レベルを記録し、Ｄである選択部品に対応して、(1.00,1.00,1.10,1.10)である揺
動生成レベルを記録している。
【００８０】
変換処理部１０３は、入力された選択部品情報に対応する揺動生成レベルを変換テーブル
１０４から読み出す。すなわち、例えば、選択部品情報がＡである選択部品を示すとき、
変換処理部１０３は、変換テーブル１０４に記録されている、Ａである選択部品に対応す
る、(1.10,1.00,1.00,0.90)である揺動生成レベルを取得する。
【００８１】
変換処理部１０３は、取得した揺動生成レベルを揺動生成レベル信号として、乗算器１０
５に出力する。
【００８２】
乗算器１０５は、変換処理部１０１から供給された揺動生成レベル信号と、変換処理部１
０３から供給された揺動生成レベル信号とを、roll,yaw,z、またはpitchに対応するレベ
ル毎に乗じて、求められた揺動生成レベル信号として画像処理装置２１に出力する。
【００８３】
例えば、乗算器１０５は、変換処理部１０１から(0.50,0.50,0.50,0.50)である揺動生成
レベル信号が供給され、変換処理部１０３から、(1.10,1.00,1.00,0.90)である揺動生成
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レベル信号が供給された場合、(0.55,0.50,0.50,0.45)である揺動生成レベル信号を生成
して画像処理装置２１に供給する。
【００８４】
なお、変換処理部１０３および変換テーブル１０４は、部品のカテゴリ毎（例えば、ショ
ックアブソーバ、スプリング、ホイル、またはタイヤなど）に揺動生成レベル信号を生成
して、乗算器１０５は、部品のカテゴリ毎の揺動生成レベル信号を乗ずるようにしてもよ
い。
【００８５】
図１１は、画像処理装置２１のゲインコントローラ４３の構成を説明する図である。ゲイ
ンコントローラ４３は、乗算器１２１を含む。
【００８６】
乗算器１２１は、特徴量処理部４２から供給された揺動信号（roll,yaw,z、またはpitch
に対応する成分を含む）と、揺動生成レベル生成装置２２から供給された揺動生成レベル
信号（roll,yaw,z、またはpitchに対応するレベル値を含む）とを、roll,yaw,z、またはp
itchに対応する成分のそれぞれに、roll,yaw,z、またはpitchに対応するそれぞれのレベ
ル値を乗じて、揺動生成レベル信号を基に、振幅が補正された揺動信号を生成する。
【００８７】
画像処理装置２１は、揺動生成レベル信号を基に、振幅が補正された揺動信号を、伝送路
を介して、端末装置１に供給する。
【００８８】
図１２は、端末装置１の一部を構成する、提示装置１３１の構成を示す図である。情報入
力部１４１から入力された映像信号（端末装置１自身が生成する）および揺動信号（揺動
信号生成装置２から供給される）は、情報蓄積部１４２に記録される。
【００８９】
情報蓄積部１４２は、記録されている映像信号を画像提示部１４３に供給するとともに、
記録されている揺動信号（画像提示部１４３に供給される映像信号に対応する）を揺動提
示部１４４に供給する。
【００９０】
画像提示部１４３は、プロジェクタ、CRT、または液晶表示装置などの画像表示装置で構
成され、映像信号を基に、画像を表示する。
【００９１】
揺動提示装置１４４は、揺動信号を基に、利用者に揺動を提示する。
【００９２】
図１３は、画像提示部１４３を構成するスクリーン１５１（図示せぬプロジェクタなどに
より画像が投影される）と、揺動提示部１４４を構成する椅子１５２との関係の例を示す
図である。
【００９３】
画像提示部１４３は、スクリーン１５１に映像信号に対応する画像を表示する。揺動提示
部１４４は、揺動信号に対応して、椅子１５２を揺動させて、椅子１５２に座る利用者に
揺動を感じさせる。
【００９４】
この揺動は、上述したように、Ｘ，Ｙ，Ｚの３軸回りの回転成分（roll,pitch,yaw）と３
軸方向の並進成分（x,y,z）により構成される。
【００９５】
揺動提示部１４４の構成を図１４および図１５に示す。図１４は、揺動提示部１４４の側
面図であり、図１５は、揺動提示部１４４の上面図である。揺動提示部１４４は、６本の
ピストン１７１－１乃至１７１－６を備えており、これらのピストンにより台座１７２が
支えられている。台座１７２には、椅子１５２が固定されており、この椅子１５２の上に
利用者１７３が座るようになされている。
【００９６】
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ピストン１７１－１乃至１７１－６は、エアシリンダまたは油圧シリンダなどで構成され
、それぞれの中心軸に沿って伸縮する。ピストン１７１－１乃至１７１－６が伸縮するこ
とにより、台座１７２が揺動し、さらに台座１７２に固定されている椅子１５２が揺動す
る。ピストン１７１－１乃至１７１－６を制御するための信号は、上述したように、揺動
信号生成装置２により供給される。
【００９７】
次に、本発明に係る第１の実施の形態における、提示の処理を図１６のフローチャートを
参照して説明する。
【００９８】
ステップ１０１において、端末装置１は、伝送路を介して、揺動信号生成装置２に画像を
送信する。
【００９９】
ステップＳ２０１において、揺動信号生成装置２は、端末装置１が送信した画像を受信す
る。受信された画像は、揺動信号生成装置２に記録される。
【０１００】
ステップＳ１０２において、端末装置１は、利用者の操作に対応する、ゲームのスタート
の指示などのデータを読み取る。
【０１０１】
ステップＳ１０３において、端末装置１は、利用者による部品の選択の操作に対応する、
選択部品情報を取得する。
【０１０２】
ステップＳ１０４において、端末装置１は、利用者から入力された、端末装置１の使用料
金、揺動信号生成装置２の揺動利用料金、および端末装置３から供給される部品特性デー
タの利用の料金を含む、利用料金を取得する。
【０１０３】
ステップＳ１０５において、端末装置１は、端末装置１の使用料金の課金の処理を実行す
る。
【０１０４】
ステップＳ１０６において、端末装置１は、利用料金のデータ（揺動信号生成装置２の揺
動利用料金、および端末装置３から供給される部品特性データの利用の料金から成る）、
操作に対応するデータ、および選択部品情報を、伝送路を介して、揺動信号生成装置２に
送信する。
【０１０５】
ステップＳ２０２において、揺動信号生成装置２は、端末装置１から送信された、利用料
金のデータ、操作に対応するデータ、および選択部品情報を受信する。ステップＳ２０３
において、揺動信号生成装置２は、揺動利用料金の課金の処理を実行する。
【０１０６】
ステップＳ２０３において、揺動信号生成装置２は、選択部品情報、および部品特性デー
タの利用の料金に対応する利用料金のデータを、伝送路を介して、端末装置３に送信する
。
【０１０７】
ステップＳ３０１において、端末装置３は、揺動信号生成装置２から送信された、選択部
品情報、および利用料金のデータを受信する。ステップＳ３０２において、端末装置３は
、部品特性データの利用に対応する料金の課金の処理を実行する。
【０１０８】
ステップＳ３０３において、端末装置３は、伝送路を介して、選択部品情報に対応する部
品特性データを揺動信号生成装置２に送信する。
【０１０９】
ステップＳ２０５において、揺動信号生成装置２は、端末装置３から送信された部品特性
データを受信する。受信した部品特性データは、変換テーブル１０４に格納される。ステ
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ップＳ２０６において、揺動信号生成装置２は、ステップＳ２０２の処理で受信した操作
に対応するデータに基づき、ステップＳ２０１の処理で受信した画像を選択する。
【０１１０】
ステップＳ２０７において、揺動信号生成装置２の変換部５１は、揺動利用料金および選
択部品情報に基づいて、揺動生成レベル信号を算出する。
【０１１１】
ステップＳ２０８において、揺動信号生成装置２の画像処理装置２１は、選択された画像
に対応する映像信号、およびステップＳ２０７の処理で算出された揺動生成レベル信号を
基に、揺動信号を生成する。ステップＳ２０８における、揺動信号を生成する処理の詳細
は、図１７のフローチャートを参照して後述する。
【０１１２】
ステップＳ２０９において、揺動信号生成装置２は、伝送路を介して、生成した揺動信号
を端末装置１に送信する。
【０１１３】
ステップＳ１０７において、端末装置１は、揺動信号生成装置２から送信された揺動信号
を受信する。ステップＳ１０８において、端末装置１は、内部で生成された映像信号に基
づいて、画像を利用者に提示すると共に、ステップＳ１０７の処理で受信した揺動信号に
基づいて揺動を利用者に提示して、処理は終了する。
【０１１４】
このように、揺動信号生成装置２は、映像信号、および揺動利用料金または選択部品情報
に基づいて、揺動信号を生成し、生成した揺動信号を端末装置１に供給する。端末装置１
は、揺動信号生成装置２から供給された揺動信号に基づいて、利用者に揺動を提示するこ
とができる。
【０１１５】
例えば、利用者が選択した部品に対応して、利用者に提示される揺動の振幅が変化する。
固いスプリングが選択されたとき、端末装置１は、より強い、または細かな揺動を利用者
に提示する。柔らかいスプリングが選択されたとき、端末装置１は、より少ない揺動を利
用者に提示する。
【０１１６】
　また、例えば、利用者が支払う料金に対応して、利用者に提示される揺動の振幅が変化
する。例えば、利用者がより少ない料金を支払うと、端末装置１は、よりおおまかな揺動
を利用者に提示する。例えば、利用者がより多くの料金を支払うと、端末装置１は、より
強い、または細かな揺動を利用者に提示する。
【０１１７】
次に、揺動信号生成装置２が実行する、図１６のステップＳ２０８の揺動信号の生成の処
理の詳細を、図１７のフローチャートを参照して説明する。
【０１１８】
ステップＳ１１において、画像処理装置２１の特徴量検出部４１は、映像信号に対応する
画像を基に、特徴量を抽出する。ステップＳ１２において、画像処理装置２１の特徴量処
理部４２は、特徴量を基に、揺動信号を生成する。
【０１１９】
ステップＳ１３において、画像処理装置２１は、揺動生成レベル信号を基に、ステップＳ
１２で生成された揺動信号の振幅を補正して、処理は終了する。
【０１２０】
このように、揺動信号生成装置２は、映像信号、揺動利用料金および選択部品情報を基に
、振幅が補正された揺動信号を生成することができる。
【０１２１】
図１８は、本発明に係るゲームシステムの第２の実施の形態を示す図である。図１に示す
場合と同様の部分には、同一の番号を付してあり、その説明は省略する。
【０１２２】
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端末装置２０１は、利用者の操作に対応して、例えば、自動車のレースゲーム、オートバ
イのレースゲーム、またはスキー、若しくはスノーボードなどのゲームを実行する。端末
装置２０１は、ゲームを実行するとき、画像を表示すると共に、揺動を利用者に提示する
。
【０１２３】
端末装置２０１は、内部に画像データ記録部１１が設けられている。
【０１２４】
端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２を介して、端末装置２０３からメーカ情報お
よび部品情報を受信する。メーカ情報および部品情報は、端末装置２０１の利用者に、端
末装置２０３を管理している製造者に関する情報、および製造者が製造または販売してい
る部品に関する情報を提供する、または宣伝するための情報である。
【０１２５】
端末装置２０１は、利用者が部品を選択するとき、例えば、図１９に例を示す、メーカ情
報および部品情報に対応する画像を表示する。
【０１２６】
端末装置２０１は、ゲームを実行するとき、利用者から利用料金を徴収するとともに、操
作データを取得する。
【０１２７】
端末装置２０１が利用者から徴収する利用料金は、端末装置２０１の使用料金、および揺
動信号生成装置２０２の揺動信号生成の料金が含まれる。
【０１２８】
端末装置２０１は、図示せぬ、専用通信回線、公衆電話回線、またはインターネットなど
の有線または無線による伝送経路を介して、画像データ記録部１１に記録されている画像
データ（ゲームを実行するとき表示される画像に対応する）を、予め、揺動信号生成装置
２０２に送信する。
【０１２９】
端末装置２０１は、利用者からゲームの開始が要求されたとき、揺動信号生成装置２０２
に、揺動信号生成装置２０２の揺動利用料金のデータ、操作データ、および選択部品情報
を送信する。
【０１３０】
揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０１から送信された、利用料金のデータ、操作デ
ータ、および選択部品情報を受信する。
【０１３１】
端末装置２０３は、ショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、ホイル、または
タイヤなどの部品を製造している製造者が管理している装置である。端末装置２０３は、
伝送経路を介して、製造者が製造している（または販売している）ショックアブソーバ、
サスペンション用スプリング、ホイル、またはタイヤなどの部品の特性を示す部品特性デ
ータ、および宣伝費を揺動信号生成装置２０２に送信する。
【０１３２】
　揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０３から受信した宣伝費から、メーカ情報およ
び部品情報を端末装置２０１に配信したことに対する宣伝費（揺動信号生成装置２０２に
対応する宣伝費）を徴収する。
【０１３３】
揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０３から受信した部品特性データ、予め記録して
いる画像データ、並びに端末装置２０１から受信した操作データ、および揺動利用料金を
基に、揺動信号を生成する。揺動信号生成装置２０２は、伝送路を介して、生成した揺動
信号および端末装置２０１に対応する宣伝費を端末装置２０１に供給する。
【０１３４】
　端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２から受信した宣伝費、つまり、メーカ情報
および部品情報に対応する画像を表示したことに対する宣伝費（端末装置２０３を管理し
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ている製造者から支払われる）を徴収する。
【０１３５】
端末装置２０１は、画像を利用者に提示すると共に、揺動信号生成装置２０２から受信し
た揺動信号を基に、画像に対応する揺動を利用者に提示する。
【０１３６】
図２０は、揺動信号生成装置２０２の構成を示す図である。図２に示す揺動信号生成装置
２と同様の部分には、同一の番号を付してあり、その説明は省略する。
【０１３７】
揺動生成レベル生成装置２２１は、変換部２３１を含み、選択部品情報を基に、揺動信号
の振幅を制御するための揺動生成レベル信号を生成して、生成した揺動生成レベル信号を
画像処理装置２１に供給する。
【０１３８】
図２１は、揺動生成レベル生成装置２２１の変換部２３１の構成を示す図である。変換部
２３１は、変換処理部２５１、および変換テーブル２５２で構成される。
【０１３９】
変換処理部２５１は、選択部品情報が入力され、入力された選択部品情報を基に、変換テ
ーブル２５２から揺動生成レベル信号を取得する。変換テーブル２５２が記録しているデ
ータは、変換テーブル１０４が記録しているデータと同様なので、その説明は省略する。
【０１４０】
変換処理部２５１は、入力された選択部品情報に対応する揺動生成レベルを変換テーブル
２５２から読み出す。変換処理部２５１は、取得した揺動生成レベルを揺動生成レベル信
号として、揺動信号生成装置２０２の画像処理装置２１に出力する。
【０１４１】
次に、第２の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を図２２のフローチャートを
参照して説明する。
【０１４２】
ステップ１１０１において、端末装置２０１は、伝送路を介して、揺動信号生成装置２０
２に画像を送信する。
【０１４３】
ステップＳ２１０１において、揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０１が送信した画
像を受信する。受信された画像は、揺動信号生成装置２０２に記録される。
【０１４４】
ステップＳ３１０１において、端末装置２０３は、伝送路を介して、揺動信号生成装置２
０２に、予め記録しているメーカ情報および部品情報を送信する。
【０１４５】
ステップＳ２１０２において、揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０３から送信され
た、メーカ情報および部品情報を受信する。ステップＳ２１０３において、揺動信号生成
装置２０２は、伝送路を介して、端末装置２０１に、メーカ情報および部品情報を送信す
る。
【０１４６】
ステップＳ１１０２において、端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２から送信され
た、メーカ情報および部品情報を受信する。ステップＳ１１０３において、端末装置２０
１は、メーカ情報および部品情報に対応する画像またはテキストを表示する。
【０１４７】
ステップＳ１１０４において、端末装置２０１は、利用者の操作に対応する、ゲームのス
タートの指示などのデータを読み取る。
【０１４８】
ステップＳ１１０５において、端末装置２０１は、利用者による、部品の選択の操作に対
応する、選択部品情報を取得する。
【０１４９】
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ステップＳ１１０６において、端末装置２０１は、利用者から入力された、端末装置２０
１の使用料金、および揺動信号生成装置２０２の揺動利用料金を含む、利用料金を取得す
る。
【０１５０】
ステップＳ１１０７において、端末装置２０１は、端末装置２０１の使用に対応する、使
用料金の課金の処理を実行する。
【０１５１】
ステップＳ１１０８において、端末装置２０１は、利用料金のデータ（揺動信号生成装置
２０２の揺動利用料金）、操作に対応するデータ、および選択部品情報を、伝送路を介し
て、揺動信号生成装置２０２に送信する。
【０１５２】
ステップＳ２１０４において、揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０１から送信され
た、利用料金のデータ、操作に対応するデータ、および選択部品情報を受信する。ステッ
プＳ２１０５において、揺動信号生成装置２０２は、揺動利用料金の課金の処理を実行す
る。
【０１５３】
ステップＳ３１０２において、端末装置２０３は、伝送路を介して、宣伝費（揺動信号生
成装置２０２のメーカ情報および部品情報の配信に対応する宣伝費、および端末装置２０
１のメーカ情報および部品情報に対応する画像またはテキストの表示の宣伝費を含む）を
揺動信号生成装置２０２に送信する。
【０１５４】
ステップＳ２１０７において、揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０３から送信され
た宣伝費を受信する。ステップＳ２１０７において、揺動信号生成装置２０２は、メーカ
情報および部品情報の配信に対する、宣伝費を徴収する。
【０１５５】
ステップＳ３１０３において、端末装置２０３は、伝送路を介して、部品特性データを揺
動信号生成装置２０２に送信する。
【０１５６】
ステップＳ２１０８において、揺動信号生成装置２０２は、端末装置２０３から送信され
た部品特性データを受信する。受信した部品特性データは、変換テーブル２５２に格納さ
れる。ステップＳ２１０９において、揺動信号生成装置２０２は、ステップＳ２１０４の
処理で受信した操作に対応するデータに基づき、ステップＳ２１０１の処理で受信した画
像を選択する。
【０１５７】
ステップＳ２１１０において、揺動信号生成装置２０２の変換部２３１は、選択部品情報
に基づいて、揺動生成レベル信号を算出する。
【０１５８】
ステップＳ２１１１において、揺動信号生成装置２０２の画像処理装置２１は、選択され
た画像に対応する映像信号、およびステップＳ２１１０の処理で算出された揺動生成レベ
ル信号を基に、揺動信号を生成する。ステップＳ２１１１における、揺動信号を生成する
処理の詳細は、ステップＳ２０８の処理と同様なので、その説明は省略する。
【０１５９】
ステップＳ２１１２において、揺動信号生成装置２０２は、伝送路を介して、端末装置２
０１でのメーカ情報および部品情報に対応する画像またはテキストの表示に対する、宣伝
費を端末装置２０１に送信する。
【０１６０】
ステップＳ１１０９において、端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２から送信され
た宣伝費を受信する。ステップＳ１１１０において、端末装置２０１は、宣伝費を徴収す
る。
【０１６１】
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ステップＳ２１１３において、揺動信号生成装置２０２は、伝送路を介して、生成した揺
動信号を端末装置２０１に送信する。
【０１６２】
ステップＳ１１１１において、端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２から送信され
た揺動信号を受信する。ステップＳ１１１２において、端末装置２０１は、内部で生成さ
れた映像信号に基づいて、画像を利用者に提示すると共に、ステップＳ１１１１の処理で
受信した揺動信号に基づいて揺動を利用者に提示して、処理は終了する。
【０１６３】
このように、揺動信号生成装置２０２は、映像信号、および選択部品情報に対応する部品
特性データに基づいて、揺動信号を生成し、生成した揺動信号を端末装置２０１に供給す
る。端末装置２０１は、揺動信号生成装置２０２から供給された揺動信号に基づいて、利
用者に揺動を提示することができる。
【０１６４】
また、端末装置２０３は、揺動信号生成装置２０２を介して、端末装置２０１に対して宣
伝費を送信するので、端末装置２０３の製造者は、端末装置２０１におけるメーカ情報ま
たは部品情報の表示に対して、端末装置２０１の管理者に宣伝費を支払うことができる。
【０１６５】
更に、端末装置２０３は、揺動信号生成装置２０２に対して宣伝費を送信するので、端末
装置２０３の製造者は、揺動信号生成装置２０２による部品に対する揺動信号の生成に対
して、揺動信号生成装置２０２の管理者に宣伝費を支払うことができる。
【０１６６】
図２３は、本発明に係るゲームシステムの第３の実施の形態を示す図である。端末装置３
０１は、利用者の操作に対応して、例えば、自動車のレースゲーム、オートバイのレース
ゲーム、またはスキー、若しくはスノーボードなどのゲームを実行する。端末装置３０１
は、ゲームを実行するとき、画像を表示すると共に、揺動を利用者に提示する。
【０１６７】
端末装置３０１は、揺動信号生成装置３０２を介して、端末装置３０３から部品情報を受
信する。部品情報は、端末装置３０１の利用者に、端末装置３０３を管理している製造者
が製造または販売している部品に関する情報を提供する、または宣伝するための情報であ
る。
【０１６８】
端末装置３０１は、利用者が部品を選択するとき、例えば、図２４に例を示す、部品情報
に対応する画像を表示する。図２４に示す部品情報の画像は、タッチパネルが設けられて
いる画像提示装置に表示され、部品の外形を表示する画像表示欄、部品を指定する揺動提
示指示欄、画像表示欄または揺動提示指示欄にデータを入力するためのテンキー、または
十字キーなどを含む。
【０１６９】
端末装置３０１は、端末装置３０１は、ゲームを実行するとき、利用者から利用料金を徴
収する。
【０１７０】
端末装置３０１は、利用者から提示が要求されたとき、揺動信号生成装置３０２に、映像
信号、画像ID、課金用個人情報、および選択部品情報などを送信する。
【０１７１】
課金用個人情報は、クレジットカードの番号、または銀行口座の番号などを含む。
【０１７２】
揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１から送信された、映像信号、画像ID、課金用
個人情報、および選択部品情報を受信する。揺動信号生成装置３０２は、図示せぬ、専用
通信回線、公衆電話回線、またはインターネットなどの有線または無線による伝送経路を
介して、課金用生成者情報を端末装置３０３に送信する。課金用生成者情報は、揺動信号
生成装置３０２を特定する情報などを含んでいる。
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【０１７３】
端末装置３０３は、ショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、ホイル、または
タイヤなどの部品を製造している製造者が管理している装置である。端末装置３０３は、
課金用生成者情報を受信したとき、課金用生成者情報に基づき課金の処理を実行する。
【０１７４】
揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１から受信した映像信号を基に、揺動信号を生
成する。揺動信号生成装置３０２は、伝送路を介して、生成した揺動信号を画像IDと共に
、端末装置３０１に供給する。
【０１７５】
端末装置３０１は、画像を利用者に提示すると共に、揺動信号生成装置３０２から受信し
た揺動信号を基に、画像に対応する揺動を利用者に提示する。
【０１７６】
端末装置３０１は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入されたデータを
取得し、取得したデータを伝送路を介して、揺動信号生成装置３０２に送信する。
【０１７７】
揺動信号生成装置３０２は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入された
データを受信したとき、クレジットカードの番号または銀行口座の番号などの課金用個人
情報を基に、返金の処理を実行し、端末装置３０１に返金情報を送信する。
【０１７８】
端末装置３０１は、揺動信号生成装置３０２が送信した返金情報を受信する。
【０１７９】
なお、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１の利用者の住所に、割引チケットを送
るなどの返金の処理を実行するようにしてもよい。
【０１８０】
図２５は、端末装置３０１の構成を示すブロック図である。
【０１８１】
情報入力部３２１は、タッチパネルの操作などに対応した選択部品情報、提示要求、課金
用個人情報、アンケートに記入されたデータ、揺動信号生成装置３０２から供給された揺
動信号、および図示せぬ処理部から供給された画像IDが入力される。
【０１８２】
情報入力部３２１は、提示要求および選択部品情報を情報蓄積部３２２に供給し、揺動信
号を揺動提示部３２７に供給し、アンケートに記入されたデータを出力部３２３に供給し
、提示要求および画像IDを画像情報蓄積部３２５に供給し、課金用個人情報を出力部３２
３および課金処理部３２６に供給する。
【０１８３】
情報蓄積部３２２は、提示要求および選択部品情報を記録し、記録している提示要求およ
び選択部品情報を出力部３２３に供給する。
【０１８４】
画像情報蓄積部３２５は、映像IDに対応させて、予め映像信号を記録している。画像情報
蓄積部３２５は、情報入力部３２１から提示要求および画像IDを受信したとき、画像IDに
対応する映像信号を出力部３２３および画像提示部３２８に供給する。
【０１８５】
出力部３２３は、情報蓄積部３２２から供給された提示要求および選択部品情報を、課金
用端末装置情報生成部３２４から供給された課金用端末装置情報と共に、伝送路を介して
、揺動信号生成装置３０２に出力する。出力部３２３は、画像情報蓄積部３２５から供給
された映像信号を、伝送路を介して、揺動信号生成装置３０２に出力する。
【０１８６】
また、出力部３２３は、情報入力部３２１から供給されたアンケートに記入されたデータ
を、伝送路を介して、揺動信号生成装置３０２に出力する。
【０１８７】
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揺動提示部３２７は、情報入力部３２１から供給された揺動信号を基に、利用者に揺動を
提示する。画像提示部３２８は、画像情報蓄積部３２５から供給された映像信号を基に、
画像を提示する。
【０１８８】
揺動提示部３２７は、揺動提示部１４４と同様なので、その詳細の説明は省略する。画像
提示部３２８は、画像提示部１４３と同様なので、その詳細の説明は省略する。
【０１８９】
図２６は、揺動信号生成装置３０２の構成を示すブロック図である。情報入力部３４１に
は、端末装置３０３から供給された部品情報、並びに端末装置３０１から供給された選択
部品情報、映像信号、画像ID、および課金用個人情報が入力される。
【０１９０】
情報入力部３４１は、部品情報および選択部品情報を蓄積部３４２に供給すると共に、映
像信号を揺動信号生成部３４３に供給する。
【０１９１】
情報入力部３４１は、画像IDを信号出力部３４４に供給するとともに、課金用個人情報を
課金処理部３４５に供給する。
【０１９２】
蓄積部３４２は、部品情報および選択部品情報を記録すると共に、記録している部品情報
を信号出力部３４４に供給し、記録している選択部品情報を揺動信号生成部３４３に供給
する。
【０１９３】
揺動信号生成部３４３は、図２０に示す揺動信号生成装置２０２と同様の構成を有するの
で、その詳細な説明は省略する。
【０１９４】
信号出力部３４４は、揺動信号生成部３４３から供給された揺動信号、蓄積部３４２から
供給された部品情報、および情報入力部３４１から供給された画像IDを、伝送路を介して
、端末装置３０１に出力する。
【０１９５】
信号出力部３４４は、課金用生成者情報生成部３４６から供給された課金用生成者情報を
端末装置３０３に出力する。
【０１９６】
課金用生成者情報生成部３４６は、揺動信号生成装置３０２を特定する情報などを含む、
課金用生成者情報を予め記録している。
【０１９７】
情報入力部３４７は、端末装置３０１から供給されたアンケートに記入されたデータを受
信し、アンケートに記入されたデータを返金処理部３４８に供給する。アンケートに記入
されたデータには、揺動の提示に対する感想などのアンケートの回答に加えて、回答者（
端末装置３０１の利用者）の住所などの個人情報が含まれている。
【０１９８】
返金処理部３４８は、情報入力部３４７からアンケートに記入されたデータを受信したと
き、回答者の個人情報に基づいて、返金の処理を実行する。
【０１９９】
図２７は、端末装置３０３の構成を示すブロック図である。情報入力部３８１は、揺動信
号生成装置３０２から供給された課金用生成者情報を受信し、受信した課金用生成者情報
を課金処理部３８２に供給する。課金処理部３８２は、情報入力部３８１から供給された
課金用生成者情報を基に、揺動信号生成装置３０２の部品情報の利用に対する課金の処理
を実行する。
【０２００】
部品情報蓄積部３８３は、予め部品情報を記録している。部品情報蓄積部３８３は、記録
している部品情報を信号出力部３８４に供給する。
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【０２０１】
信号出力部３８４は、部品情報蓄積部３８３から供給された部品情報を、伝送路を介して
、揺動信号生成装置３０２に供給する。
【０２０２】
次に、第３の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を図２８のフローチャートを
参照して説明する。
【０２０３】
ステップＳ３２０１において、端末装置３０３は、伝送路を介して、予め記録している部
品情報を揺動信号生成装置３０２に送信する。
【０２０４】
ステップＳ２２０１において、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０３が送信した部
品情報を受信する。ステップＳ２２０２において、揺動信号生成装置３０２は、伝送路を
介して、部品情報を端末装置３０１に送信する。
【０２０５】
ステップＳ１２０１において、端末装置３０１は、揺動信号生成装置３０２が送信した部
品情報を受信する。
【０２０６】
ステップＳ２２０３において、揺動信号生成装置３０２は、伝送路を介して、予め記録し
ている課金用生成者情報を端末装置３０３に送信する。
【０２０７】
ステップＳ３２０２において、端末装置３０３は、揺動信号生成装置３０２から送信され
た課金用生成者情報を受信する。ステップＳ３２０３において、端末装置３０３は、受信
した課金用生成者情報を基に、部品情報の提供に対応する課金の処理を実行する。
【０２０８】
ステップＳ１２０２において、端末装置３０１は、部品情報に対応する画像またはテキス
トを表示する。
【０２０９】
ステップＳ１２０３において、端末装置３０１は、利用者の操作に対応する、ゲームのス
タートの指示などのデータを読み取る。
【０２１０】
ステップＳ１２０４において、端末装置３０１は、利用者の操作に対応する、選択部品情
報を取得する。
【０２１１】
ステップＳ１２０５において、端末装置３０１は、利用者から入力された、端末装置３０
１の使用料金、および揺動信号生成装置３０２の揺動利用料金を含む、利用料金を取得す
る。
【０２１２】
ステップＳ１２０６において、端末装置３０１は、端末装置３０１の使用に対応する、使
用料金の課金の処理を実行する。
【０２１３】
ステップＳ１２０７において、端末装置３０１は、画像、選択部品情報、画像ID、および
課金用端末装置情報を、伝送路を介して、揺動信号生成装置３０２に送信する。
【０２１４】
ステップＳ２２０４において、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１から送信され
た、画像、選択部品情報、画像ID、および課金用端末装置情報を受信する。ステップＳ２
２０５において、揺動信号生成装置３０２は、課金用端末装置情報を基に、揺動利用料金
の課金の処理を実行する。
【０２１５】
ステップＳ２２０６において、揺動信号生成装置３０２は、ステップＳ２２０４の処理で
受信した画像を選択する。
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【０２１６】
ステップＳ２２０７において、揺動信号生成装置３０２の揺動信号生成部３４３は、選択
部品情報に基づいて、揺動生成レベル信号を算出する。
【０２１７】
ステップＳ２２０８において、揺動信号生成装置３０２の揺動信号生成部３４３は、選択
された画像に対応する映像信号、および算出された揺動生成レベル信号を基に、揺動信号
を生成する。ステップＳ２２０８における、揺動信号を生成する処理の詳細は、ステップ
Ｓ２０８の処理と同様なので、その説明は省略する。
【０２１８】
ステップＳ２２０９において、揺動信号生成装置３０２は、伝送路を介して、画像IDおよ
び生成した揺動信号を端末装置３０１に送信する。
【０２１９】
ステップＳ１２０８において、端末装置３０１は、揺動信号生成装置３０２から送信され
た、画像IDおよび揺動信号を受信する。ステップＳ１２０９において、端末装置３０１は
、内部で生成された映像信号に基づいて、画像を利用者に提示すると共に、ステップＳ１
２０８の処理で受信した揺動信号に基づいて揺動を利用者に提示する。
【０２２０】
ステップＳ１２１０おいて、端末装置３０１は、アンケートに記入されたデータを取得す
る。ステップＳ１２１１において、端末装置３０１は、伝送路を介して、アンケートに記
入されたデータを揺動信号生成装置３０２に送信する。
【０２２１】
ステップＳ２２１０において、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１から送信され
た、アンケートに記入されたデータを受信する。ステップＳ２２１１において、揺動信号
生成装置３０２は、アンケートに記入されたデータを基に、返金の処理を実行する。ステ
ップＳ２２１２において、揺動信号生成装置３０２は、伝送路を介して、返金された金額
などを含む返金情報を端末装置３０１に送信する。
【０２２２】
ステップＳ１２１２において、端末装置３０１は、揺動信号生成装置３０２から送信され
た返金情報を受信し、処理は終了する。
【０２２３】
このように、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０３から供給された部品情報を、端
末装置３０１に提供すると共に、部品情報の利用に対応して、課金用生成者情報を端末装
置３０３に送信する。端末装置３０３は、課金用生成者情報を基に、部品情報の提供に対
応する課金の処理を実行することができる。
【０２２４】
また、揺動信号生成装置３０２は、端末装置３０１からアンケートに記入されたデータを
受信したとき、アンケートの記入に対応する返金の処理を実行する。返金の処理は、割引
チケットの発行などでもよい。
【０２２５】
図２９は、本発明に係るゲームシステムの第４の実施の形態を示す図である。端末装置４
０１は、利用者の操作に対応して、例えば、自動車のレースゲーム、オートバイのレース
ゲーム、またはスキー、若しくはスノーボードなどのゲームを実行する。端末装置４０１
は、ゲームを実行するとき、画像を表示すると共に、揺動を利用者に提示する。
【０２２６】
端末装置４０１は、揺動信号生成装置４０２を介して、端末装置４０３から部品情報を受
信する。部品情報は、端末装置４０１の利用者に、端末装置４０３を管理している製造者
が製造または販売している部品に関する情報を提供する、または宣伝するための情報であ
る。
【０２２７】
端末装置４０１は、利用者が部品を選択するとき、部品情報を表示する。
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【０２２８】
端末装置４０１は、端末装置４０１は、ゲームを実行するとき、利用者から利用料金を徴
収する。
【０２２９】
端末装置４０１は、利用者から提示が要求されたとき、揺動信号生成装置４０２に、映像
信号、画像ID、課金用個人情報、および選択部品情報などを送信する。
【０２３０】
揺動信号生成装置４０２は、端末装置４０１から送信された、映像信号、画像ID、課金用
個人情報、および選択部品情報を受信する。揺動信号生成装置４０２は、図示せぬ、専用
通信回線、公衆電話回線、またはインターネットなどの有線または無線による伝送経路を
介して、課金用生成者情報を端末装置４０３に送信する。課金用生成者情報は、課金の処
理に利用される、揺動信号生成装置４０２を特定する情報である。
【０２３１】
端末装置４０３は、ショックアブソーバ、サスペンション用スプリング、ホイル、または
タイヤなどの部品を製造している製造者が管理している装置である。端末装置４０３は、
課金用生成者情報を受信したとき、課金用生成者情報に基づき課金の処理を実行する。
【０２３２】
揺動信号生成装置４０２は、端末装置４０１から受信した映像信号を基に、揺動信号を生
成する。揺動信号生成装置４０２は、伝送路を介して、生成した揺動信号を画像IDと共に
、端末装置４０１に供給する。
【０２３３】
端末装置４０１は、画像を利用者に提示すると共に、揺動信号生成装置４０２から受信し
た揺動信号を基に、画像に対応する揺動を利用者に提示する。
【０２３４】
端末装置４０１は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入されたデータを
取得し、取得したデータを伝送路を介して、揺動信号生成装置４０２に送信する。
【０２３５】
揺動信号生成装置４０２は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入された
データを受信したとき、返金の処理を実行し、端末装置４０１に返金情報を送信すると共
に、アンケートに記入されたデータを端末装置４０３に送信する。揺動信号生成装置４０
２は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入されたデータを、例えば、統
計処理して、端末装置４０３に送信するようにしてもよい。
【０２３６】
端末装置４０３は、提示された画像および揺動に関するアンケートに記入されたデータを
受信したとき、返金の処理を実行し、揺動信号生成装置４０２に返金情報を送信する。
【０２３７】
揺動信号生成装置４０２は、端末装置４０３から送信された返金情報を受信する。
【０２３８】
端末装置４０１は、揺動信号生成装置４０２が送信した返金情報を受信する。
【０２３９】
なお、揺動信号生成装置４０２および端末装置４０３は、端末装置４０１の利用者の住所
に、割引チケットを送るなどの返金の処理を実行するようにしてもよい。
【０２４０】
端末装置４０１は、端末装置３０１と同様の構成を有するので、その説明は省略する。
【０２４１】
図３０は、揺動信号生成装置４０２の構成を示すブロック図である。揺動信号生成装置３
０２と同様の部分には、同一の番号を付してあり、その説明は省略する。
【０２４２】
情報入力部４２１は、端末装置４０１から供給されたアンケートに記入されたデータを受
信し、アンケートに記入されたデータを返金処理部３４８および情報統計処理部４２２に
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供給する。アンケートに記入されたデータには、アンケートの回答に加えて、回答者（端
末装置４０１の利用者）の住所などの個人情報が含まれている。
【０２４３】
情報統計処理部４２２は、情報入力部４２１からアンケートに記入されたデータを受信し
たとき、アンケートに記入されたデータを統計処理して、アンケート情報として、端末装
置４０３に供給する。
【０２４４】
なお、情報統計処理部４２２は、情報入力部４２１からアンケートに記入されたデータを
、そのまま、端末装置４０３に供給するようにしてもよい。
【０２４５】
図３１は、端末装置４０３の構成を示すブロック図である。端末装置３０３と同様の部分
には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。
【０２４６】
情報入力部４４１は、揺動信号生成装置４０２から供給された課金用生成者情報およびア
ンケート情報を受信し、受信した課金用生成者情報を課金処理部３８２に供給するととも
に、アンケート情報を返金処理部４４２に供給する。
【０２４７】
返金処理部４４２は、情報入力部４４１から供給されたアンケート情報を基に、返金の処
理を実行する。
【０２４８】
次に、第４の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を図３２および図３３のフロ
ーチャートを参照して説明する。ステップＳ３３０１乃至ステップＳ１３１２の処理は、
図２８のステップＳ３２０１乃至ステップＳ１２１２の処理と同様なので、その説明は省
略する。
【０２４９】
ステップＳ２３１３において、揺動信号生成装置４０２は、アンケートに記入されたデー
タを、伝送路を介して、端末装置４０３に送信する。
【０２５０】
ステップＳ３３０４において、端末装置４０３は、揺動信号生成装置４０２から送信され
たアンケートに記入されたデータを受信する。ステップＳ３３０５において、端末装置４
０３は、アンケートに記入されたデータに基づいて、端末装置４０１の利用者に対する返
金の処理を実行する。ステップＳ３３０６において、端末装置４０３は、伝送路を介して
、返金された金額などを含む返金情報を揺動信号生成装置４０２に送信する。
【０２５１】
ステップＳ２３１４において、揺動信号生成装置４０２は、端末装置４０３から送信され
た返金情報を受信して、処理は終了する。
【０２５２】
このように、端末装置４０３は、揺動信号生成装置４０２からアンケートに記入されたデ
ータを受信したとき、アンケートの記入に対応する返金の処理を実行する。返金の処理は
、割引チケットの発行などでもよい。
【０２５３】
なお、揺動信号の各成分において、成分の揺動生成レベルを変化させることで、その成分
の影響を０、つまり、その成分の振幅を０とし、結果として、各成分の使用または不使用
を選択するようにしてもよい。
【０２５４】
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そ
のソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールさ
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れる。
【０２５５】
図３４は、上述した一連の処理を実行するパーソナルコンピュータの構成の例を説明する
図である。ＣＰＵ（Central Processing Unit）５０１は、フローチャートを参照して説
明した処理を実行するアプリケーションプログラムや、ＯＳ（Operating System)を実際
に実行する。ＲＯＭ（Read-only Memory）５０２は、一般的には、ＣＰＵ５０１が使用す
るプログラムや演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデータを格納する。ＲＡＭ（
Random-Access Memory）５０３は、ＣＰＵ５０１の実行において使用するプログラムや、
その実行において適宜変化するパラメータを格納する。これらはＣＰＵバスなどから構成
されるホストバス５０４により相互に接続されている。
【０２５６】
ホストバス５０４は、ブリッジ５０５を介して、ＰＣＩ(Peripheral Component Intercon
nect/Interface)バスなどの外部バス５０６に接続されている。
【０２５７】
キーボード５０８は、ＣＰＵ５０１に各種の指令を入力するとき、使用者により操作され
る。ポインティングデバイス５０９は、マウス、トラックボール、またはデジタイザなど
から構成され、ディスプレイ５１０の画面上のポイントの指示や選択を行うとき、使用者
により操作される。ディスプレイ５１０は、液晶表示装置またはＣＲＴ（Cathode Ray Tu
be）などから成り、各種情報をテキストやイメージで表示する。ＨＤＤ（Hard Disk Driv
e）５１１は、ハードディスクを駆動し、それらにＣＰＵ５０１によって実行するプログ
ラムや情報を記録または再生させる。
【０２５８】
ドライブ５１２は、装着されている磁気ディスク５５１、光ディスク５５２、光磁気ディ
スク５５３、または半導体メモリ５５４に記録されているデータまたはプログラムを読み
出して、そのデータまたはプログラムを、インターフェース５０７、外部バス５０６、ブ
リッジ５０５、およびホストバス５０４を介して接続されているＲＡＭ５０３に供給する
。これらのキーボード５０８乃至ドライブ５１２は、インターフェース５０７に接続され
ており、インターフェース５０７は、外部バス５０６、ブリッジ５０５、およびホストバ
ス５０４を介してＣＰＵ５０１に接続されている。
【０２５９】
通信部５１３は、モデムまたはNIC（Network Interface Card）などから構成され、公衆
電話回線、ネットワーク、または衛星通信回線などの伝送路が接続される。通信部５１３
は、ＣＰＵ５０１、またはＨＤＤ５１１から供給されたデータを、所定の方式のパケット
に格納して、伝送路を介して、送信するとともに、伝送路を介して、受信したパケットに
格納されているデータをＣＰＵ５０１、ＲＡＭ５０３、またはＨＤＤ５１１に出力する。
【０２６０】
通信部５１３は、外部バス５０６、ブリッジ５０５、およびホストバス５０４を介してＣ
ＰＵ５０１に接続されている。
【０２６１】
一連の処理を実行させるプログラムが格納されている記録媒体は、図３４に示すように、
コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが
記録されている磁気ディスク５５１（フロッピディスクを含む）、光ディスク５５２（CD
-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)を含む）、光
磁気ディスク５５３（ＭＤ(Mini-Disc)を含む）、若しくは半導体メモリ５５４などより
なるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、コンピュータに予め組み込まれた
状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROM５０２や、ＨＤＤ５１１な
どで構成される。
【０２６２】
なお、本明細書において、記録媒体に格納されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
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くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２６３】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０２６４】
【発明の効果】
請求項１に記載の情報処理装置、および請求項４に記載の情報処理方法によれば、第２の
端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信が制御され、第１の端末装置への
、第１のデータの送信が制御され、第２の端末装置が送信する、部品の宣伝費が徴収され
、第１の端末装置から送信された、選択された部品を示す第２のデータの受信が制御され
、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号が生成され、第２のデ
ータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録が制御され、第２のデ
ータを基に、記録されている第３のデータが選択され、選択された第３のデータを基に、
揺動信号の振幅が補正されるようにしたので、部品の選択に応じて、簡単に、利用者に与
える揺動を変更し、宣伝費を徴収することができるようになる。
【０２６５】
　請求項５に記載の提示システムによれば、部品に関する第１のデータが第２の端末装置
から情報処理装置に送信され、さらに、第１の端末装置に送信される。選択された部品を
示す第２のデータが第１の端末装置から情報処理装置に送信される。第２の端末装置が送
信する、部品の宣伝費が情報処理装置により徴収される。第１の端末装置から送信された
、選択された部品を示す第２のデータが情報処理装置により受信される。情報処理装置に
おいては、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号が生成され、
第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録が制御され、
第２のデータを基に、記録されている第３のデータが選択され、選択された第３のデータ
を基に、揺動信号の振幅が補正されるようにしたので、部品の選択に応じて、簡単に、利
用者に与える揺動を変更し、宣伝費を徴収することができるようになる。
【０２６６】
　請求項６に記載の情報処理装置、および請求項１１に記載の情報処理方法によれば、第
２の端末装置が送信する、部品に関する第１のデータの受信が制御され、第１の端末装置
への、第１のデータの送信が制御され、第１の端末装置から送信された、選択された部品
を示す第２のデータの受信が制御され、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対
応する揺動信号が生成され、第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３
のデータの記録が制御され、第２のデータを基に、記録されている第３のデータが選択さ
れ、選択された第３のデータを基に、揺動信号の振幅が補正され、揺動信号の利用結果に
対応する第４のデータの受信が制御され、第２の端末装置への、第４のデータの送信が制
御され、第２の端末から送信された、第４のデータに基づいて返金処理された返金情報が
受信されるようにしたので、部品の選択に応じて、簡単に、利用者に与える揺動を変更し
、利用者に返金をすることができるようになる。
【０２６７】
　請求項１２に記載の提示システムによれば、部品に関する第１のデータが第２の端末装
置から情報処理装置に送信され、さらに、第１の端末装置に送信される。選択された部品
を示す第２のデータが第１の端末装置から情報処理装置に送信される。第１の端末装置か
ら送信された、選択された部品を示す第２のデータが情報処理装置により受信される。情
報処理装置においては、第１の端末装置が表示する画像を基に、画像に対応する揺動信号
が生成され、第２のデータに対応させて、揺動信号の振幅を補正する第３のデータの記録
が制御され、第２のデータを基に、記録されている第３のデータが選択され、選択された
第３のデータを基に、揺動信号の振幅が補正され、揺動信号の利用結果に対応する第４の
データの受信が制御され、第２の端末装置への、第４のデータの送信が制御され、第２の
端末から送信された、第４のデータに基づいて返金処理された返金情報が受信されるよう
にしたので、部品の選択に応じて、簡単に、利用者に与える揺動を変更し、利用者に返金
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をすることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るゲームシステムの第１の実施の形態を示す図である。
【図２】揺動信号生成装置２の構成を示す図である。
【図３】画像処理装置２１の特徴量検出部４１の構成を示すブロック図である。
【図４】メモリ７４に記憶されているパターンを説明する図である。
【図５】画像の例を示す図である。
【図６】揺動の成分を説明する図である。
【図７】特徴量処理部４２の構成を示すブロック図である。
【図８】揺動生成レベル生成装置２２の変換部５１の構成を示す図である。
【図９】変換テーブル１０２に記録されているデータの例を示す図である。
【図１０】変換テーブル１０４に記録されているデータの例を示す図である。
【図１１】画像処理装置２１のゲインコントローラ４３の構成を説明する図である。
【図１２】提示装置１３１の構成を示す図である。
【図１３】スクリーン１５１と椅子１５２との関係の例を示す図である。
【図１４】揺動提示部１４４の側面図である。
【図１５】揺動提示部１４４の上面図である。
【図１６】本発明に係る第１の実施の形態における、提示の処理を説明するフローチャー
トである。
【図１７】揺動信号の生成の処理を説明するフローチャートである。
【図１８】本発明に係るゲームシステムの第２の実施の形態を示す図である。
【図１９】メーカ情報および部品情報の例を示す図である。
【図２０】揺動信号生成装置２０２の構成を示す図である。
【図２１】揺動生成レベル生成装置２２１の変換部２３１の構成を示す図である。
【図２２】第２の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を説明するフローチャー
トである。
【図２３】本発明に係るゲームシステムの第３の実施の形態を示す図である。
【図２４】部品情報の例を示す図である。
【図２５】端末装置３０１の構成を示すブロック図である。
【図２６】揺動信号生成装置３０２の構成を示すブロック図である。
【図２７】端末装置３０３の構成を示すブロック図である。
【図２８】第３の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を説明するフローチャー
トである。
【図２９】本発明に係るゲームシステムの第４の実施の形態を示す図である。
【図３０】揺動信号生成装置４０２の構成を示すブロック図である。
【図３１】端末装置４０３の構成を示すブロック図である。
【図３２】第４の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を説明すフローチャート
である。
【図３３】第４の実施の形態のゲームシステムによる提示の処理を説明すフローチャート
である。
【図３４】パーソナルコンピュータの構成の例を説明する図である。
【符号の説明】
１　端末装置，　２　揺動信号生成装置，　３　端末装置，　１１　画像データ記録部，
　２１　画像処理装置，　２２　揺動生成レベル生成装置，　４１　特徴量検出部，　４
２　特徴量処理部，　４３　ゲインコントローラ，　５１　変換部，　７５　動きベクト
ル検出部，　７６　特徴量演算部，　１０１　変換処理部，　１０２　変換テーブル，　
１０３　変換処理部，　１０４　変換テーブル，　１０５　乗算器，　１２１　乗算器，
　１３１　提示装置，　１４３　画像提示部，　１４４　揺動提示部，　２０１　端末装
置，　２０２　揺動信号生成装置，　２０３　端末装置，　２２１　揺動生成レベル生成
装置，　２３１変換部，　２５１　変換処理部，　２５２　変換テーブル，　３０１　端
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末装置，　３０２　揺動信号生成装置，　３０３　端末装置、　３２４　課金用端末装置
情報生成部，　３２６　課金処理部，　３２７　揺動提示部，　３２８　画像提示部，　
３４５　課金処理部，　３４３　揺動信号生成部，　３４６　課金用生成者情報生成部，
　３４８　返金処理部，　３８２　課金処理部，　４０１端末装置，　４０２　揺動信号
生成装置，　４０３　端末装置，　４４２　返金処理部，　５０１　ＣＰＵ，　５０２　
ＲＯＭ，　５０３　ＲＡＭ，　５１１ＨＤＤ，　５５１　磁気ディスク，　５５２　光デ
ィスク，　５５３　光磁気ディスク，　５５４　半導体メモリ

【図１】 【図２】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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